
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
報道関係者 各位  
 

―令和 2 年 4 月１日 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間

の不合理な待遇差が禁止されます―  
 

パート・有期雇用、派遣労働者の均等・均衡待遇に係る 

特 別 相 談 窓 口 を 開 設 ！ 

 

令和２年４月１日よりパートタイム・有期雇用労働法及び改正労働者派遣法が施行

され、本格的に同一労働同一賃金の運用が開始されます（但し、中小企業のパートタイ

ム・有期雇用労働法の適用は令和３年４月１日）。 

埼玉労働局（局長 木塚欽也）は、令和元年度初めて事業主、パートタイム・有期

雇用労働者及び派遣労働者向け、①「パート・有期雇用労働者の均等・均衡待遇に

係る特別相談窓口」及び②「派遣労働者の均等・均衡待遇に係る特別相談窓口」を

開設します。（相談無料） 
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埼 玉 労 働 局 雇 用 環 境 ・均 等 室 
雇用環境改善・均等推進監理官 馬場 一明 

室 長 補 佐 大村 玲子 

電 話 048-600-6210 

 埼玉労働局職業安定部需給調整事業課 

  課 長 小室 幸士 

  課 長 補 佐 関谷 真司 
  電 話 048-600-6211 

 
【設置場所等】 

①パート・有期雇用労働者の均等・均衡待遇に係る特別相談窓口（別添１） 

 所 在 地：さいたま市中央区新都心 11-2 ランド・アクシス・タワー 

      １６階 雇用環境・均等室内 

 電話番号：０４８－６００－６２１０ 

②派遣労働者の均等・均衡待遇に係る特別相談窓口（別添１） 

 所 在 地：さいたま市中央区新都心 11-2 ランド・アクシス・タワー 

      １４階 職業安定部需給調整事業課内 

電話番号：０４８－６００－６２１１ 

 

【相談業務開始日】 

令和元年９月２日（月） 
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＜資料＞ 

別添１ 特別相談窓口のご案内 

別添２ 働き方改革関連法が成立しました 

別添３ 埼玉働き方改革推進支援センターのご案内 

 

※不合理な待遇差の禁止について 

同一企業内において正雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当等の

あらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。 

原則となる考え方は、「同一労働同一賃金ガイドライン」に示されており、各企業において法の

適用までに賃金制度等の見直し・点検が必要となります。 

 

※※ 働き方改革全般に関して就業規則の作成方法や賃金規定等の見直し、労働関係助

成金の活用等については、「埼玉働き方改革推進支援センター」（別添３）をご活用

ください。 



厚生労働省 埼玉労働局

令和２年４月１日に、

同一労働同一賃金の実現に向けた、

パートタイム・有期雇用労働法及び改正労働者派遣法が施行されます。
(中小企業における、パートタイム・有期雇用労働法の施行は令和３年４月１日)
「同一労働同一賃金の制度内容がわからない」
「どのように制度導入の手順を進めていくのかわからない」
「派遣先の正社員との待遇差が気になる」
といった悩みを持つパートタイム・有期雇用労働者、派遣労働者や
事業主のために、令和元年９月２日より埼玉労働局に２つの特別相
談窓口を設置します。

特別相談窓口のご案内

※ 法律の施行日（令和２年４月１日）前は、対応できる支援が限られる可能性があります。
※ 雇用管理の改善に関する具体的な相談は、「埼玉働き方改革推進支援センター」もご利用できます。
※ 寄せられたご質問などに対しては、労働局の担当者がご説明します。

①パート・有期雇用労働者の均等・均衡待遇に係る特別相談窓口
埼玉労働局雇用環境・均等室（ランド・アクシス・タワー１６階）

☎ ０４８－６００－６２１０
※早朝及び夕方は混み合いますので、９：３０～１６：３０をおすすめします。
（受付：平日８：３０～１７：１５）

②派遣労働者の均等・均衡待遇に係る特別相談窓口
埼玉労働局職業安定部需給調整事業課（ランド・アクシス・タワー１４階）
右記の電話番号から、来所日時をご予約ください。☎ ０４８－６００－６２１１

※ご予約がなくてもご利用いただけますが、お待たせする可能性があります。
（受付：平日８：３０～１７：１５）

(受付：平日８：３０~１７：１５)
※早朝及び夕方は混み合いますので、９：３０～１６：３０をおすすめします。

お問い合わせ先

＜アクセス＞埼玉労働局〒330-6016
さいたま市中央区新都心１１－２ランド・アクシス・タワー１４・１６階

改札

改札を出たら
左に進んでく
ださい。



働き方改革関連法が成立しました
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の

不合理な待遇差が禁止されます！

非正規雇用労働者（パートタイム労働者、有期雇用労働者※１、
派遣労働者）について、以下の①～③を統一的に整備します。

※１ パートタイム労働者だけでなく、有期雇用労働者も法の対象に含まれることになりました。

法律の名称も、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」（いわゆる「パートタイム・

有期雇用労働法」）に変わります。

① 不合理な待遇差をなくすための規定の整備

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与
などの個々の待遇ごとに、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
ガイドライン※２を策定し、どのような待遇差が不合理に当たるかを明確に示します。

改正の概要

【改正前→改正後】○：規定あり △：配慮規定 ×：規定なし ◎：規定の解釈の明確化

厚生労働省・都道府県労働局

派遣労働者については、下記のいずれかを確保することを義務化します。
（１）派遣先の労働者との均等・均衡待遇
（２）一定の要件を満たす労使協定による待遇

★併せて、派遣先になろうとする事業主に対し、派遣先労働者の待遇に関する
派遣元への情報提供義務を新設します。

2020年４月１日施行
（中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は、2021年4月１日）

※２ いかなる待遇差が不合理であり、いかなる待遇差は不合理なものでないかを示した

「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」

（いわゆる「同一労働同一賃金ガイドライン」）が策定されました。

（詳しくはこちら）http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

均衡待遇規定
(不合理な待遇差の禁止)

下記３点の違いを考慮した上で、不合理な待遇差を禁止します
①職務内容※３、②職務内容・配置の変更の範囲、③その他の事情

均等待遇規定
(差別的取扱いの禁止)

下記２点が同じ場合、差別的取扱いを禁止します
①職務内容※３、②職務内容・配置の変更の範囲
※３ 職務の内容とは、業務の内容＋責任の程度をいいます。

パート 有期 派遣

均衡待遇規定 ○ → ◎ ○ → ◎ △ → ○＋労使協定

均等待遇規定 ○ → ○ × → ○ × → ○＋労使協定

ガイドライン × → ○ × → ○ × → ○



② 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

【改正前→改正後】○：説明義務の規定あり ×：説明義務の規定なし

【改正前→改正後】○：規定あり △：部分的に規定あり（均衡待遇は対象外) ×：規定なし

③ 行政による事業主への助言・指導等や
裁判外紛争解決手続(行政ＡＤＲ)※５の規定の整備

※５ 事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する手続きのことをいいます。

非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」など、自身の待遇につ
いて説明を求めることができるようになります。
事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。

都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。
「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明についても、行政ＡＤＲの
対象となります。

パート 有期 派遣
待遇内容※４（雇い入れ時） ○ → ○ × → ○ ○ → ○
待遇決定に際しての考慮事項（求めがあった場合） ○ → ○ × → ○ ○ → ○
待遇差の内容・理由（求めがあった場合） × → ○ × → ○ × → ○

パート 有期 派遣

行政による助言・指導等 ○ → ○ × → ○ ○ → ○
行政ADR △ → ○ × → ○ × → ○

※４ 賃金、福利厚生、教育訓練など

問い合わせ先

■ パートタイム・有期雇用労働法に関するお問い合わせ

埼玉労働局雇用環境・均等室 （ＴＥＬ）０４８－６００－６２１０

さいたま市中央区新都心１１－２ ランド・アクシス・タワー１６階

■ 労働者派遣法の改正に関するお問い合わせ

埼玉労働局職業安定部需給調整事業課 （ＴＥＬ）０４８－６００－６２１１

さいたま市中央区新都心１１－２ ランド・アクシス・タワー１４階

■ 具体的な労務管理の手法に関するお問い合わせ

埼玉働き方改革推進支援センター （ＴＥＬ）０１２０－７２９－０５５

さいたま市大宮区吉敷町１－１０３ 大宮大鷹ビル３０６号






